


とある
冬の日

息子の新居に
遊びに来た夫妻

父さん
母さん
いらっしゃい！

素敵な
新居ねえ

家の中が
とっても
暖かいし…　

どうして
こんなに
違うの？

リフォームで
省エネ対策
したからかな

リフォームで??

本当に
中古なのか？

築40年
だよ

40年!?

築何年
だ？

うちとそんなに
変わらない
じゃない！

うん！

これから長く
暮らしたいから
いろんなところを
リフォームしてさ

リフォームの補助制度も
利用できて助かったよ

補助制度なんて
あるの？

そう！

父さんたちもリフォーム
考えてるんだろ？

今回はよろしく
お願いいたします

よかったら
俺が頼んだ工務店を
紹介するよ

この制度を
利用するには
事業者さん※に
事前の登録手続きを
してもらわないと
いけないんだ

ってやつを利用
したんだ

「長期優良住宅化
リフォーム推進事業」

在宅勤務も増えたから
押入れの一部を
テレワークスペースに
したんだ

後日――

○×工務店
ベテラン職員※登録事業者については次のページをご覧ください。



今回
補助制度を利用しての
リフォームを希望
されているんですね

リフォームを行う既存の
戸建て住宅やマンションが
補助制度の対象となります

この補助制度は
国が行っている

そうなん
ですね！戸建て マンション

事務所・店舗など

既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する
性能向上リフォームや
子育て世帯向け改修に対する支援等を行う事業

「長期優良住宅化
リフォーム推進事業」
です

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」

※事務所や店舗などの住居部を有さない建物は対象外です。（併用住宅は一部補助の対象になる場合があります。）



自宅の外壁や床の老朽化・
耐震性が気になっていて

補助金を受けるためには
大きく３つの条件を満たす
必要があります　

工事に先立って
日常生活に支障を
きたすような
劣化事象の有無を
把握するために行います

インスペクションで
指摘を受けたものの中には
今回のリフォーム工事で
補修しないといけない
ものもあります

我が家の場合
省エネ工事も
必要なんですね

そう
ですね

なるほど！

今回のリフォームでは
その部分を改修
できればと考えて
いるのですが…　

補助制度って
適用されるんで
しょうか？

１つ目が
「インスペクション
（現況調査）の実施※」
です

３つ目が
「リフォーム履歴と
維持保全計画を
作成すること」です

２つ目が「リフォーム後の住宅が
一定の性能基準を満たすこと」
です

※原則、建築士である既存住宅状況調査技術者が実施する必要があります。

また補助金は
リフォーム全体に
出るのではなく

こんなに対象に
なるんだな！

「特定の性能項目を
一定の基準まで
向上させる工事」
が対象となります

原則として

※性能向上工事以外についても補助対象となる場合があります。



では実際に
インスペクションを
行っていきましょう

主にこういった
箇所を調査して
いきますね

後日――

【外部】
外壁・軒裏
（構造・雨水）

【内部】
設備配管

（換気ダクト）

【外部】
屋根（雨水）

家全体を
調査していただける
んですね！

調査の結果

よろしくお願い
します！

新たに２箇所
劣化事象が
見つかりました

屋根からの雨漏りと
基礎のひび割れです

気づきません
でした…

基礎に0.5mm程度の
ひび割れがありますが
錆汁も見受けられない
軽微なものですので

さび じる

今回補修はせず
維持管理計画に盛り込み
次回の定期診断時に
状況確認し
対応判断しましょう

ただ
雨漏りについては
補助金を受けるために
補修が必要となるため

インスペクションで
新たに見つかった箇所の
改修工事も一部
補助対象となりますので
安心してくださいね

よかった
です！

今回のリフォームで
補修していきましょう

インスペクション
終了後――



結構違いが
あるんですね

各項目で
このような違いが
あります

なるほど…　

これを踏まえて
工事内容を
決めないと
いけないですね！

今回私たちが行う
劣化対策・耐震・省エネの
認定基準と評価基準は

具体的にどう違う
んですか？

今回は工事内容を
決めていきましょう

工事には３つの
事業タイプがあり

住宅の性能を
どれだけ
上げるかによって

補助金の限度額が
変わってきます　

基準はこのように
なっています

後日



工事内容を決定し
契約段階に移った夫妻――

その後
補助金申請に必要な
インスペクションと
工事内容の条件は
これでクリアしたな

あと
申請に必要な
リフォーム履歴は
後ほど我々で作成
いたしますね

そういえば…　 申請書類は
どうやって
準備すれば
いいんですか？

それは
私たち施工業者が
手続きする決まり
になっていますので

ここからの
手続きは私に
おまかせください

そうなん
ですね！

※発注者にも交付決定された旨のお知らせが届きます。

後日――

その後
工事が開始され

数カ月の期間を経て無事
リフォームが完了する

高効率給湯器
への交換

筋かい・
接合金物追加

玄関ベンチ
手すりの設置

断熱材を入れる

防腐防蟻処理

内窓の設置

屋根補修

劣化対策

耐震対策

バリアフリー化

省エネ化

インスペクションで
指摘を受けた部分の

補修

よかった！

これで安心して
工事をお願い
できます！

補助金の件ですが
無事交付が
決定いたしました！

申請書作成 郵送 審査
申請していた
工務店に
決定通知が届く※



写真撮影
（工事前・工事中・工事後）

工事代金振込
・引き渡し

完了実績報告書
作成・郵送

審査
（完了後額確定、
　通知※発送）

工務店が
補助金を受領
発注者に還元

こちら
リフォーム工事の
履歴と
維持保全計画
になります

この度は
ありがとう
ございました！

長く安心して
過ごせる家になって…　

リフォームして本当に
よかったです

この家に長く
快適に住み続ける
ためにも 定期的に維持管理

しないとな

困りごとが
あれば
ご連絡ください

今後とも
引き続きよろしく
お願いいたします！

こちらこそ！

ご協力
いただいた
おかげで

全ての手続きも
無事完了したので
ほっとしています

※発注者にも額確定のお知らせが届きます。






